
課外活動の活動基準（Ver.2） 

部活動の 

レベル 

判断の目安 大  学  の  指  針  等 

 広島県のステージ評価 学内  

練習内容 

練習試合・公式試合・公演・発表会等への参加 

 
トレーニン

グルーム 

０ 危険がない状態  
感染拡大が収束して

いる場合。 
全面的に許可。 通常練習 使用可 通常の手続きにより参加可。 

１ 

（要注意） 

感染への注意が必要

な状態 

感染が散発的に発生「ステ

ージⅠ」 

福山市で感染者が発

生したが、学内の感

染拡大が認められな

い場合。 

・感染防止対策を講じた

上で、３密を避けて活動

可。 

・学内施設の使用可。 

・チーム全体練習。 

・用具等を使用して

人との接触を伴う練

習。 

使用可 
試合等における感染防止対策が十分に講じられていることを大学で確

認の上、参加を許可する。 

２ 

（警戒） 

大人数での行事、イベ

ント等に自粛要請が

出ている状態 

・クラスターが度々発生

し、感染者が段々と増えて

いる段階「ステージⅡ」。 

・直近１週間の人口 10万

人当たりの新規感染者の

報告数が４人以上。 

学内で感染者が発生

したが、感染拡大は

起きておらず、また、

その可能性が低い場

合。 

・感染防止対策を講じた

上で、感染リスクの高く

ない活動可。 

・学内施設の使用可。 

・チーム練習（30

名以内） 

・用具等の使用は、

必要最小限とし、部

分的に人との接触を

伴う練習。 

使用可 
試合等における感染防止対策が十分に講じられていることを大学で確

認の上、参加を許可する。 

2.5 

（警戒高） 

広島県内にまん延防

止等重点措置が適用

されている。あるい

は、広島県に緊急事態

宣言は発出されてい

ないが部活動への活

動自粛の要請が出て

いる状態 

・ステージ２に比べ、クラ

スターが多発する等、感染

者が急増している段階「ス

テージⅢ」。 

・直近１週間の人口 10万

人当たりの新規感染者の

報告数が 15人以上。 

学内で感染者が発生

し、感染拡大の恐れ

がある場合。 

・活動自粛（オンライン

活動除く）。 

・指導者等の立ち合いの

もと、学内施設の使用可

（トレーニングルーム除

く）。 

・チーム練習（30

名以内）。 

・人との接触を伴わ

ない練習。 

指導者の管

理・監督の

もと、使用

可 

・原則禁止（合宿は禁止）。 

・但し、各競技への参加は、協会や連盟が主催する大会等（リーグ戦等）

が主催者側の判断により実施され、参加が避けられない場合は、指導者

等の要請により、個別に判断をする。 

・参加が認められた大会等に伴う事前練習等については、時間・期間・

人数等について指導者等と協議の上、決定する。 

・また、学外者が参加して実施する学内外の試合等については、参加の

必要性や、感染防止対策が徹底していると大学が判断した場合は、参加

可。 

※国・県・市からの部活動の活動制限等を考慮する。 

３（緊急） 

広島県に緊急事態宣

言が発令されている

状態 

・大規模かつ深刻なクラス

ター連鎖が発生し、爆発的

な感染が拡大している状

態「ステージⅣ」。 

・直近１週間の人口 10万

人当たりの新規感染者の

報告数が 25人以上。 

学内で感染者が継続

的に発生し、クラス

ターが起きる恐れが

ある場合。 

・活動自粛（オンライン

活動除く）。 

・学内施設の使用は原則

禁止。 

・少人数（10 名以

内）のグループ練

習。 

・人との接触を伴わ

ない練習。 

使用不可 

・原則禁止（合宿は禁止）。 

・但し、各競技への参加は、協会や連盟が主催する大会等（リーグ戦

等）が主催者側の判断により実施され、参加が避けられない場合は、

指導者等の要請により、個別に判断をする。 

・参加が認められた大会等に伴う事前練習等は、時間・期間・人数等

について、指導者等と協議の上決定する（必要最小限に止める）。 

※国・県・市からの部活動の活動制限等を優先する。 

４ 

（活動停止） 

大学を閉鎖せざるを

得ない状態 
 

学内で大規模なクラ

スターが発生してい

る、爆発的に感染が

拡大している場合。 

・活動禁止（オンライン

活動除く）。 

・学内施設の使用禁止。 

自宅・屋外等での個

人練習のみ 
使用不可 全面禁止 

※部活動レベルの移行の目安は１週間とする。 


